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はじめに 

「業務効率化」は、多くの日本企業が利益体質の改善を目的に、継続的に取り組んできた極めてオーソ

ドックスなテーマである。経理・財務部門としても、業務の標準化、業務の集約・移管、システム構築等

の手法で、より効率的かつ正確な経理面・財務面の処理を実現してきたといえる。そのため、改めて業務

の効率化が全社課題になった際に、「十分に効率化は進んでいる」と考える担当者も多いだろう。 

確かに、経理・財務部門内の効率化に努め、増え続ける経理・財務関連業務に部門の人数を増やさずに

対応してきた企業は多い。しかしながら、経理・財務業務プロセス全体でみた際に非効率性が残されてい

ないか、全社最適の観点で効率化が検討できている企業は、案外少ないのが実情である。 

企業規模にもよるが、経理・財務に関する業務のうち、一般的には過半の業務が経理・財務部門以外の

部門（以下、「各部」という）に所在している。たとえば、経理・財務部門に提出する予算案の作成業務、

伝票起票業務、小口現金の管理業務、各部側の決算元データ作成業務等が該当する。経理・財務部門には、

こうした各部側の業務も含めて、全社最適の視点から経理・財務関連業務の効率化を実現していく役割・

姿勢が求められる。 

本稿では、各部側の業務を中心に非効率性の発生ポイントを確認したうえで、具体例とともに経理・財

務業務プロセス全体の効率化の方向性について考察する。 

非効率性の発生ポイント 

経理・財務部門として見落としがちな、各部側で非効率性が発生しているケースとしては、知らず知ら

ずのうちに各部側に過剰なスペックの業務を要求してしまっている「各部の業務実施水準が高すぎるケー

ス」、および業務実施水準には問題がないが、各部に確認してみるとその手順に問題がある「各部の業務

実施方法が非効率となっているケース」がある。 

これらとは別に役割分担が不適切なケース等も存在するが、本稿では業務の移管・集約といった比較的

難易度の高い打ち手を必要としないこれら２つのケースについてみていくこととする（次頁図表１参照）。 

⑴  各部の業務実施水準が高すぎるケース 

経理・財務部門内の業務精度を落とさないことを重視するがゆえに、各部側に過剰なスペックを求め

てしまっているケースは多い。もちろん、経理・財務関連業務は数字を扱うことも多く、比較的高い精  

【スポットライト】 

各部の関連業務を見直そう 経理・財務業務のプロセス効率化の着眼点 

経理・財務関連業務については、これまでも積極的に効率化を進めてきた企業が多い。しかし、

経理・財務部門以外も含めた全社的な観点で十分に効率化を達成できている企業は少ないのが実情

である。本稿では、経理・財務業務プロセス全体をみた際に見落としやすい非効率性の発生ポイン

トを確認するとともに、効率化策立案時の推進ステップを示す。 
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双方について非効率な部分がないかを検討することが重要である。 

②  具体例 

・予算実績差異報告業務の要求水準が高く、各部に業務負荷がかかっていた例  

Ａ社の経理・財務部門は、各部に対して四半期ごとに予算実績の差異分析を依頼している。これまで各

部は、経理システムから四半期の実績データを取得し、すべての勘定科目について差異が発生した理由を

記入し、経理・財務部門に提出していた。勘定科目数が多く、すべての項目について分析を行うことは各

部にとって負担になっていた。 

全勘定科目について差異を把握する分析手法は、数年前にシステムを入れ替えた際に導入されたもので

ある。当時の担当者は異動になっていたが、手法を引き継ぐ形で各部に依頼を続けていた。今回改めて検

討したところ、当時の財務担当役員への報告のために詳細な差異分析が必要になっていたが、近年は活用

しておらず、重要な項目についての差異が分析されていれば十分であることがわかった（一部の重点項目

についてのみ担当役員に報告していた）。 

Ａ社では、予実差異報告のフォーマットを簡素化することで、各部の_予実管理業務を大幅に効率化する

ことができた。 

⑵ 一般会計（伝票処理・小口現金管理等） 

①  留意点 

各部で発生する一般会計業務、特に伝票処理関連の業務については、各社とも少なくとも一度はシステ

ム投資等のタイミングで業務効率化を検討している分野である。また、シェアードサービスセンターの導

入に伴って、業務集約化による効率化が進められているケースも多い。 

後者のシェアード化等、業務の移管・集約化を伴う業務の効率化についてはここで具体的には扱わない 

が、前者のシステム投資等による業務効率化の状況については、改めて点検をする価値がある。実際にシ

ステムを導入した結果業務が効率化されている部分も多いが、システムの使い勝手の面で問題がないか、

さらなる改善の余地がないか等は確認が必要である。 

なお、小口現金管理業務は、各社ともキャッシュレス化を進めていることから、改めて効率化を検討す

るケースは少ないと想定されるが、一部で小口現金が残っている場合には、さらなるキャッシュレス化推

進ができないかを検討することとなる。 

② 具体例 

・導入したソフトウェアの操作で非効率性が発生していた例  

Ｂ社はパッケージ型のＥＲＰソフトウェアを導入し、業務効率化を図ってきた。各部側も、基幹システ 

ムとデータ連携している一部の主要取引を除き、直接ＥＲＰソフトウェアを操作し、伝票起票業務を実施

してきた。しかし、前記ソフトウェアを直接操作するには一定の慣れが必要なことから、処理数の比較的

少ない部署や担当者が変わった部署では起票ミスがかなり発生しており、処理当たりに必要とする時間も

熟練担当者と比べて倍以上かかっていた。 

経理・財務部門は詳細な伝票起票マニュアルを作成する等の対応をしていたものの、各部側で必要とな

っている起票時間や、熟練度別のミスの発生状況についてはこれまで十分に認識できていなかった。 
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消耗品その他これに準ずる棚卸資産の 
取得に要した費用の額は、当該棚卸資産 
を消費した日の属する事業年度の損金 
の額に算入するのであるが、法人が事務 
用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広 
告宣伝用印刷物、見本品その他これらに 
準ずる棚卸資産（各事業年度ごとにおお 
むね一定数量を取得し、かつ、経常的に 
消費するものに限る。）の取得に要した費
用の額を継続してその取得をした日の属 
する事業年度の損金の額に算入してい 
る場合には、これを認める。 

（図表２） 法人税基本通達 2-2-15 

そこでＢ社では、各部側で比較的発生する頻度の高い取引について、操作性に優れたサブシステムを導

入し、サブシステム上での処理結果を前記ソフトウェアにデータ連携させることとした。比較的簡易なし

くみの導入ではあったが、各部側での処理時間短縮およびミスの低減を達成することができた。 

⑶ 固定資産・棚卸資産管理 

①  留意点 

固定資産・棚卸資産管理では、各部に依頼している実地棚卸業務で非効率性が発生しているケースがあ

る。そのなかで意外に盲点となりやすいのが、備品・消耗品等の実地棚卸である。会社にとって重要な資

産や、本業に関連する棚卸資産の数量管理については、ＩＣタグやバーコードでの管理を導入するなど、

効率化を進めている企業が多い（もちろん、これまで特段の検討を行っていない企業では効率化を検討す

る必要がある）。 

一方で、備品・消耗品等については、アナログな管理（手でチェック・計算し、資産一覧に記入する方

式等）となっている場合が多い。管理がアナログであること自体は資産の特性上しかたがないことも多い

が、そのやり方や水準について見直しの余地がないか点検が必要である。たとえば、消耗品について細か

すぎる管理をしている場合には、資産計上対象とする範囲を見直すことで効率化を図ることができる。 

②  具体例 

・消耗品の実地棚卸が現場で負担となっていた例  

Ｃ社は全国に複数の店舗を展開するサービス業である。各支店では、自社のサービスを紹介するパンフ

レット等を広告宣伝用印刷物として保有しており、毎期その種類ごとに実地棚卸を行って消耗品費に計上

していた。業務効率化検討の際に、各支店に確認したところ、期末の繁忙期にこの実地棚卸業務を行うこ

とが負担になっていることが判明した。経緯を調査すると、過去に大量の広告宣伝用のサンプルを発注し

た際に費用計上をしていたところ、税務調査で指摘を受けたため、それ以来すべての広告宣伝用消耗品に

ついて資産計上を続けていることがわかった。 

現状について顧問税理士に相談すると、ここ数年Ｃ社における広告宣伝用印刷物は、それぞれの種類で

おおむね一定の発注数量であり、顧客への配布量にも毎期大幅な変動はみられないことから、法人税基本

通達２─２─15（図表２参照）にしたがって、費用計上して問題ない旨のアドバイスがあった。 

そこでＣ社ではパンフレット等の広告宣伝用消耗品に

ついては費用計上処理とすることとし、広告宣伝用の消耗

品に関する実地棚卸業務を廃止した。このことにより、各

支店から当該業務がなくなり、全社的には相当の業務時間

削減を達成することができた。 

Ｃ社では、業務廃止とあわせて、顧問税理士のアドバイ

スのもと広告宣伝用消耗品の経理処理に関するガイドライ

ンを作成し、一貫した処理が行われることと、資産計上が

必要になる場合にはその処理が適切に行われるようなしく

みを整備した。 
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⑷ 開示資料作成 

①  留意点 

外部開示資料の作成段階では、特に定性情報の部分や、決算短信における次期の業績予測に関する部分

について各部とのやりとりが発生する。業績の概要や事業上のリスク等の定性情報の作成や、次期の業績

予測は経理・財務部門だけで完結できる業務ではないため、必然的に各部とのやりとりが発生するが、そ

の手法については一般化されていない（各社独自のやり方で実施している）場合が多い。 

そのため、過去に業務の効率化を検討した場合であっても、開示資料作成部分については「標準化は難

しいフロー」として検討の対象から外れている可能性がある。過去に開示資料作成について検討が行われ

ていない場合には、改めて作業手順に効率化の余地がないか検討することが望ましい。 

②  具体例 

・定性情報の作成時に部内／部間の調整業務が多く発生していた例  

Ｄ社では、これまで定性情報を作成するにあたっては、経理・財務部門が窓口となって各部に原案作成

を依頼し、それらを統合・編集する方式で進めてきた。 

改めて各部に原案の作成方法を確認したところ、部によっては課でさらに作業を分担し、部単位で統合

した資料を経理・財務部門に提出している例や、関係他部の定性情報を独自に入手し、その内容（書きぶ

り等）を確認したうえで原案を作成している例が相当程度あることがわかった。また、そうした調整業務

が発生している部ほど原案の提出が遅い傾向にあり、経理・財務部門が定性情報を固めていく際のボトル

ネックになっていることも判明した。 

そこでＤ社は定性情報作成に関する簡易なツールを整備し、各部・各課が１つの資料を更新していく形

式に変更した。そのことで、これまで必要になっていた部内／部間の調整業務はなくなり、他部の提出状

況もわかることから、全体的に提出時期も早まるという効果も享受できた。 

推進ステップ 

各部の実施業務は経理・財務部門からはみえにくいため、効率化の検討を進めるうえでは各部側の業務

をいかに把握するかがポイントとなる。そのためには、まず各部で発生している経理・財務関連業務を洗

い出し、それぞれの業務に携わっている担当者と、その業務ボリュームを捉えたうえで、担当者に対して

業務の負担感や実施方法に問題があると感じる業務を確認することが大切である。手間を要したとしても、

このステップを丁寧に踏むことで、思いもよらない非効率な業務が出てくることがある。 

次に、問題認識のある業務について、その水準を変更できないか、またはその実施方法を改善できない

かを検討する。この際、水準を変更した際の問題点を考えることや、実施方法を改善する際のコストを考

慮することも必要ではあるが、まずは「水準を下げるとしたらどういったレベルが想定されるか」、「ど

ういった手法を導入すれば業務時間を削減できるか」ということだけに絞って施策案を出すことが重要で

ある。そのうえで、デメリットを考慮し、最終的に取り得る施策を選択する。初めから問題点・リス 

クを意識しすぎると、現状是認の方向に流れやすいという点には十分留意する必要がある（図表３参照）。 
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